
北山村障害者基本計画
・

第5期障害福祉計画
・

第1期障害児福祉計画

障害のあるすべての人が地域の一員として尊重され、自己選択と自己決定のもとに、安
心して自分らしく自立した生活を送ることができる地域社会を実現するために、本村にお
ける障害福祉施策の基本的な方向性を定め、必要な施策を着実に推進していくことを目的
として本計画を策定します。

■ 「障害者基本計画」の計画期間は、2018（平成30）年度から2023（平成35）年度ま
での6年間とします。

■ 「第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画」の計画期間は、国の方針で2018（平成
30）年度から2020（平成32）年度の3年間です。

計画策定の趣旨

計画の期間
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計画の基本理念と主要な施策3

思いやりの心でつながるむら

 理解・交流 （1）多様な啓発・広報の推進
（2）福祉教育の充実
（3）ボランティア活動の推進
（4）交流活動の推進
（5）行政サービスにおける合理的配慮

 生活支援 （1）生活支援体制の整備
（2）在宅サービス等の充実
（3）社会参加の促進
（4）経済的自立の支援
（5）スポーツ、レクリェーション及び文化活動の振興

 生活環境 （1）住宅、建物等の環境整備
（2）歩行空間等の環境整備
（3）防災・防犯対策の推進
（4）交流活動の推進

 教育・育成 （1）一貫した相談支援体制の整備
（2）専門機関の機能の充実
（3）指導力の向上
（4）地域における学習機会の提供
（5）施設のバリアフリー化の促進

 雇用・就業 （1）職業能力の開発・向上への支援
（2）雇用の促進と安定に向けた支援
（3）授産施設・福祉作業所活動への支援

 保健・医療 （1）障害の原因となる疾病等の予防・治療
（2）障害に対する適切な保健・医療サービス
（3）精神保健・医療施策の推進

主要な施策
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 情報・
 コミュニケーション

（1）情報バリアフリー化の推進
（2）情報提供の充実
（3）コミュニケーション支援体制の充実
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第 5 期障害福祉計画・第 1 期障害児福祉計画4

成果目標

（1） 福祉施設から地域生活への移行
項目 数値 考え方

基準値（A） 4人 2016（平成28）年度末の施設入所者数
目標値（B1） 1人 （A）のうち地域生活移行者数
目標年度入所者数 3人 2020（平成32）年度末時点での施設入所者の見込数
目標値（B2） 1人 2020（平成32）年度における（A）からの削減数

（2） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
項目 数値 国の指針

【目標値】精神障害にも対応
した地域包括ケアシステム 設置 2020（平成32）年度末までに各市町村又は圏域ごとに保健・

医療・福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。

（3） 地域生活支援拠点等の整備
項目 数値 考え方

目標値 1か所 2020（平成32）年度末における地域生活支援拠点の整備か所数

（4） 障害児支援の提供体制の整備等
項目 数値 考え方

児童発達支援センター 1か所 2020（平成32）年度末までに各市町村に少なくとも1か所以
上設置することを基本とする。

保育所等訪問支援 体制整備 2020（平成32）年度末までに保育所等訪問支援を利用できる
体制を構築することを基本とする。

協議の場の設置 自立支援
協議会

2020（平成30）年度末までに各都道府県、各圏域、各市町村
に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を
図るための協議の場を設置することを基本とする。

（1） 訪問系サービス
ヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介助を行うサービスです。

事業名 単位 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

居宅介護
人 1 1 1

時間 9 9 9
〈単位の考え方〉「人」: 月間の総実利用者数、「時間」: 月間の総利用時間数、「人日」: 月間の総利用日数

（2） 日中活動系サービス
主に日中において通所などにより必要な介護や訓練、生活活動などを行うサービスです。

事業名 単位 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

生活介護
人 5 5 5

人日 114 114 114

活動指標



（3） 居住系サービス
主に夜間において、共同生活を営む住居や入所施設での介助や日常生活上の援助（支援）の場を提供する
サービスです。

事業名 単位 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

共同生活援助
（グループホーム） 人 3 2 2

施設入所支援 人 4 3 3

（4） 相談支援
サービス利用時に必要となるサービス等利用計画の作成、サービスの利用状況の検証と計画の見直しや
サービス提供事業者との連絡調整などを行います。

事業名 単位 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

計画相談支援 人 1 1 1

（1）　必須事業

サービス種別 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

相談支援事業

障害者相談支援事業 2箇所 2箇所 2箇所

基幹相談支援センター 1 1 1

基幹相談支援センター等
機能強化事業 実施 実施 実施

住宅入居等支援事業 実施 実施 実施
手話通訳者設置事業 圏域で1人 圏域で1人 圏域で1人 圏域で1人

日常生活用具給付等事業
排せつ管理支援用具 1件 件 件
居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 0件 1件 0件

移動支援事業（実利用者数・延べ利用時間数）
1人 1人 1人

120時間 120時間 120時間

地域活動支援センター事業（実施箇所・実利用者数）
1箇所 1箇所 1箇所
1人 1人 1人

（2） 任意事業

サービス種別 平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

日中一時支援事業 6日 5日 4日
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地域生活支援事業


